
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ〈公益社団法人日本複製権センター委託出版物〉 

本書を無断で複写複製（電子化を含む）することは，著作権法上の例外を除き，

禁じられています。本書をコピーされる場合は，事前に公益社団法人日本複製権

センター（JRRC）の許諾を受けてください。 

また本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは，

たとえ個人や家族内での利用であっても一切認められておりません。 

JRRC〈https://www.jrrc.or.jp／電話：03-6809-1281〉 

 

  



                                       

はしがき 

どの資格試験においても，「過去問」は重要です。過去問を分析・学習すること

は合格への近道です。 

本書は，平成29年度から令和５年度までの本試験問題の各肢を項目・根拠条文

別に整理・分類して収録し，１問１答式で過去問を学習できるように工夫しまし

た。これにより，次のように使うことができます。 

① 毎日の学習成果の確認ができる 

その日学習したことを確認しようと，５肢択一の過去問をやってみたが，

まだ学習していないことまで問われてしまい，今ひとつピンとこない。この

ようなとき，過去問の肢を項目別に収録し，１問１答式で答えられる本書な

ら，その日学習したことをすぐ確認できます。 

② 弱点分野の克服に活用できる 

ある程度学習が進み，自分の弱点分野がわかってきたとき，条文・テーマ

別に問題を収録した本書で，弱点分野を集中的に学習できます。 

③ 直前期の総まとめにも最適 

本試験の直前期において，１から基本書を読み直す時間がない，問題集を

解く時間がない。そのようなとき，本書で重要な条文やポイントに目をとお

すことで，総まとめができます。 

難化傾向にあるといわれている行政書士試験ですが，条文・判例がベースとな

っていることに変わりはありません（本書を見れば一目瞭然です）。しかし，広範

にわたる試験科目の条文をすべて覚えなければならないのか？というと，そうい

うわけではありません。頻繁に出題される条文というものがあるのです。ポイン

トとなる条文を把握し，理解していけば，自ずと合格ラインは見えてくるはずで

す。 

本書を有効に活用し，充分な実力を養い，合格の栄冠を勝ち取ることを願って

おります。 

      2024年７月  東京法経学院 専任講師／行政書士 笠原裕明 

  



                                       

本書の使い方 

本書は，平成29年度から令和５年度までの本試験問題の各肢を項目・根拠条文

ごとに整理・分類して収録した１問１答式の過去問集です。大きく「問題編」と

「解説編」で構成されています。 

 

１ 条文・ポイント・判例 

本試験の各肢は，根拠となる条文・ポイント・判例ごとに整理して収録して

います。また，記述式問題も根拠となる条文ごとに収録しています。 

① 条文…解答の根拠になる条文です。 

② ポイント…行政法，基礎法学など，出題が条文に基づかない科目について

は，ポイントを掲示し，ポイントごとに肢を収録しています。 

③ 判例…過去に出題された判例はもちろん，今後出題が予想される重要な判

例も収録しています。 

 

２ 本書の問題は，記述式の問題及び個数問題を除き，○×で解答ができるよう

になっています。できなかった問題に印を付ける等してチェックボックスを活

用してください。なお，各肢の文末に付いている「（29-１-１）」は出題年度と

問題番号及び肢番号を表しています。 

 

 

ご利用上の注意 

１ 本書は，2024年４月１日現在の法令に準じて編集しています。 

 

２ さらなる効果的な学習のために，弊社刊行「行政書士受験必携六法」「行政書

士過去問マスターＤＸ」をぜひご活用ください。 

 

３ １問ずつに出題の年度・問題番号・肢番号を示しています。たとえば， 

「Ｐ.Ｑ.〔Past Questions（過去問）〕→Ｈ29-１-１」とは，平成29年度第１問

肢１の出題文であることを示しています。 
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第１章 天 皇 

 

§１〔天皇の地位・国民主権〕 

天皇は，日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて，この地位は，主権の存する日本国民

の総意に基く。 

□□ １ 憲法上の象徴としての天皇には民事裁判権は及ばないが，私人としての天皇

については当然に民事裁判権が及ぶ。         Ｐ.Ｑ．→Ｈ29-３-４ 

 

 

§３〔天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認〕 

天皇の国事に関するすべての行為には，内閣の助言と承認を必要とし，内閣が，その責任を負

ふ。 

□□ １ 衆議院が内閣不信任案を可決し，または信任案を否決したとき，内閣は衆議

院を解散できるが，この場合には，内閣によりすでに解散が決定されているの

で，天皇は，内閣の助言と承認を経ず，国事行為として衆議院議員選挙の公示

を行うことができると解される。           Ｐ.Ｑ．→Ｒ２-６-４ 

 

 

§７〔天皇の国事行為〕 

天皇は，内閣の助言と承認により，国民のために，左の国事に関する行為を行ふ。 

１ 憲法改正，法律，政令及び条約を公布すること。 

２ 国会を召集すること。 

３ 衆議院を解散すること。 

４ 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 

５ 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信

任状を認証すること。 

６ 大赦，特赦，減刑，刑の執行の免除及び復権を認証すること。 

７ 栄典を授与すること。 

８ 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 

９ 外国の大使及び公使を接受すること。 

10 儀式を行ふこと。 



                                      - 6 - 

□□ １ 天皇の国事行為は本来，厳密に形式的儀礼的性格のものにすぎない，と考え

るならば，国事行為としての衆議院の解散の宣言について内閣が助言と承認の

権能を有しているからといって，内閣が憲法上当然に解散権を有していると決

めつけることはできない，という結論が導かれる。   Ｐ.Ｑ．→Ｒ２-６-５ 

 

□□ ２ 国会が議決した予算の公布は，法律，政令，条約などの公布と同様に，憲法

上，天皇の国事行為とされている。          Ｐ.Ｑ．→Ｒ５-７-１ 

 

 

§８〔皇室の財産授受〕 

皇室に財産を譲り渡し，又は皇室が，財産を譲り受け，若しくは賜与することは，国会の議決に

基かなければならない。 

□□ １ 皇室の費用はすべて，予算に計上して国会の議決を経なければならないが，

皇室が財産を譲り受けたり，賜与したりするような場合には，国会の議決に基

く必要はない。                   Ｐ.Ｑ．→Ｒ５-７-４ 
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第１章 天 皇 

 

§１〔天皇の地位・国民主権〕 

１ 誤 判例（最判平元・11・20）は，「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の

象徴であることにかんがみ，天皇には民事裁判権が及ばない」と判示している。

また，同判例は私人としての天皇について，直接言及しないものの，「訴状におい

て天皇を被告とする訴えについては，その訴状を却下すべき」と判示し，被告と

なる天皇が私人であるか否かにかかわらず訴えを却下すべきとしていることから，

後段の記述は妥当でない。               Ｐ.Ｑ．→Ｈ29-３-４ 

 

§３〔天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認〕 

１ 誤 憲法69条に基づく解散が行われた場合であっても，国事行為としての総選

挙の公示については内閣の助言と承認が必要である（３条，７条４号）。 

Ｐ.Ｑ．→Ｒ２-６-４ 

 

§７〔天皇の国事行為〕 

１ 正 本肢の内容は，解散権の実質的所在が内閣にあることの根拠を憲法７条に

求める見解に対する批判をして述べられているものである。内閣に形式的儀礼的

行為を行うことを決定する権限があったとしても，そのことは必ずしもその行為

を実施するかどうかの実質的決定権が存在することにはならないというものであ

る。                         Ｐ.Ｑ．→Ｒ２-６-５ 

  

２ 誤 予算は，天皇の国事行為による公布の対象となっていない（７条１号）。 

Ｐ.Ｑ．→Ｒ５-７-１ 

 

§８〔皇室財産，皇室の経費〕 

１ 誤 皇室の財産授受は，国会の議決に基づかなければならない（８条）。なお，

前段の記述は，正しい（88条後段）。          Ｐ.Ｑ．→Ｒ５-７-４ 

 

  




